
所在地

面  積 登記面積 登記地目

計画区域

建ぺい率

容積率

接道状況

有

有

準防火地域

電　気

上水道

下水道

都市ガス

小学校

中学校

※物件調書は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において

  現地及び諸規制について、調査確認をしてください。

　交通アクセス
藤枝市役所　北　方面へ約3.2㎞（直線距離）　

JR藤枝駅　　北　方面へ約1.1㎞（直線距離）

学　　区
高洲南小学校　　東　方面へ約1.1㎞（直線距離）

高洲中学校　　東　方面へ約1.7㎞（直線距離）

   ※各制限内容の詳細につきましては、市建築住宅課(054-643-3481)にお問い合わせください。

　供給施設等

　の状況

引き込み可能 〈お問い合わせ〉中部電力ミライズ㈱0120-921-691

引き込み可能 〈お問い合わせ〉市上水道課　　　　054-646-4112

引き込み不可 〈お問い合わせ〉市下水道課　　　　054-644-1181

引き込み可能 〈お問い合わせ〉東海ガス藤枝本部　　054-643-4111

有 絶対高さ制限

日影による中高層の建築物の制限 あり

なし
建築基準法

第２２条区域
あり

第２種中高層住居専用地域 60%

第２種中高層住居専用地域 150%

建築基準法４２条１項１号道路

高さ制限

道路斜線制限 有 隣地斜線制限

北側斜線制限

（高度地区）

  物  件  調  書

市街化区域 用途地域 第２種中高層住居専用地域

207.97

藤枝市高岡三丁目5番7（住居表示　藤枝市高岡三丁目5番5）

宅地



・当該土地は、工作物を含め現況での引き渡しとなります。

・地下埋設物、地盤調査及び地質調査は行っておりません。

・埋蔵文化財包蔵地には該当しません。

・下水道区域外であり、合併浄化槽等で処理する区域です。

・市全体が景観法に基づく景観計画区域に設定されています。

・藤枝市では、開発行為に対し、都市計画法・建築基準法等の各種法令や本市関係

条例のほか、「藤枝市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づき指導・協議

を行っていますので、開発行為に当たっては、事前に都市政策課と協議を行うこと。又、

必要事項について必ず関係部署と協議すること。

・近隣住民、地元自治会等に対し、開発計画及び建築計画等について十分説明するこ

と。開発行為等において、新たな協議事項が発生した場合は、速やかに協議に応じるも

のとし、必要な措置を講じること。

その他事項

※　不動産取得税については静岡県藤枝財務事務所へお問い合わせください。

※物件調書は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において

  現地及び諸規制について、調査確認をしてください。

代金以外の金銭

及び

授受の目的

契約書添付印紙税
10,000円（契約金額が1千万円を超え5千万円以下の場合。契

約金額によって変動します。）

登録免許税
不動産評価額の1,000分の15

（令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合）

不動産取得税 課税標準額（不動産の価格等）×税率（3～4％）

位置図



写真①

写真②




